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  ⑴ 滋賀県守山市 庁舎の市民利用及びエネルギーマネジメントシステムについて 

  ⑵ 岡山県倉敷市 ファシリティマネジメントの取組（実践から取り組むＦＭ～くら 

しき流）について 
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４ 視察概要      別紙１のとおり 
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（別紙１） 

視   察   概   要 

【視察日程】令和６年１月１７日 【視察先】滋賀県守山市 

【視察項目】庁舎の市民利用及びエネルギーマネジメントシステムについて 

 

【視察目的】 

令和５年（２０２３年）８月１４日にオープンした新庁舎における市民利用できる空間

の貸出しルールや、祝休日の動線などの運用について、また、庁舎内使用エネルギーの見

える化とランニングコスト軽減への取組みについて視察する。 

【事業概要】 

昭和４０年（１９６５年）に建設された守山市庁舎は、大部分が耐震基準を満たしてお

らず、震度６強以上の大地震で倒壊・損壊する危険性があるとされており、早急に庁舎の

耐震安全性を確保する必要があった。平成２６年（２０１４年）には、市議会で「庁舎あ

り方検討委員会」が設置、平成２９年（２０１７年）には、市議会の総意による提言書「早

期の新庁舎整備について」を受け取るなど、議会や市民の意見も受けながら検討を進め、

令和５年（２０２３年）８月に新庁舎がオープンした。 

新庁舎は、基本理念を「わ」で輝く全ての市民にやさしい安全・安心な庁舎とし、五つ

の基本方針１.ワンストップで、誰もが利用しやすい庁舎 ２.災害に強く、市民の安全・

安心を支える庁舎 ３.市民に開かれ、市民が集える場と楽しいコトがある庁舎 ４.働き

やすく、機能的でコンパクトな庁舎 ５.環境と未来の世代にやさしい庁舎を掲げている。 

市民に来ていただくことを目標のひとつとし、会議室や多目的スペースの市民利用、カ

フェの整備など、来庁者が「何か楽しい“コト”

がある庁舎」を目指している。 

ＣＡＳＢＥＥウェルネスオフィスＳランク

の取得、ZEBreadyの達成のほか、空調熱源に

電気・都市ガス・ＬＰガスの３種を採用し、コ

スト面や環境面への配慮とともに、大災害時に

熱源が途絶えるリスクを回避している点が特

徴的である。 

【所感、課題等】 

委員１ 

 「市民に開かれた」新庁舎をコンセプトに、多目的ホールや会議室の（条例設置による）

貸出、カフェ併設といった市民が立ち寄りたいと思える取組を参考にしたい。本市でも行

政手続はＩＣＴやＤＸを進め、「来なくてもいい市役所」を進めるべきだが、市民が集ま

ることで生まれるチカラも無視できない。また、ミュートロンという企業の技術システム

を用いＡＩにより空調・換気設備の稼働効率を最適化していることにも注目したい。 



 

 

 

委員２ 

 守山市の新庁舎は、会議室の市民利用やカフェスペースの設置など市民が立ち寄れる施

設を目標のひとつとしている。ZEBreadyの実現は空調が大きな要因であるという話だっ

た。この間、小金井議会では、新庁舎建設事業の設計について議論が集中してきた。今後、

環境配慮の取組の反映は困難だが、運用面については今後、審議したい。守山市議会の総

意で市長に提言書を出したという話が印象的で、議会がまとまることの大切さを感じた。 

委員３ 

 「市民に気軽に来てもらう庁舎」を１つのコンセプトとした守山市新庁舎は、交流する

場・活動・協働が可能なスペースの整備がされており、閉庁後も土日も２１時まで開放す

る取組は、本市の新庁舎においてもまさに検討すべき点である。また環境配慮として温度

センサーやＣＯ２センサーを用いてＡＩで自動制御する点も先進的であり、ライフサイク

ルコスト削減へ省エネ性能の高い空調は、本市としても可能な限り目指すべきと考える。 

委員４ 

 新庁舎の建設は、それまでの業務のやり方を変えたり、省エネを進め、新たに庁舎に理

念を付け加える良いタイミングでもあると思う。ＩＣＴの発達に伴う業務の変化について

は、どの市でもそんなに変化はないかもしれないが、理念はそのまちの特徴が出てくるも

ので、守山市の新庁舎は、多くの市民が集い活用し、市民の拠り所としての庁舎なのだろ

うとデザインからも感じた。理念をしっかりと共通認識にすることが重要と思った。 

委員５ 

 昨年８月供用開始の市役所新庁舎は、全てにおいてやさしさのこもった施設だった。行

き先表示のデザインやバリアフリー対応、市民利用スペース開放のための様々な工夫な

ど、どうしたらこんなに徹底した庁舎が実現したのか疑問すら沸いた。それは、新庁舎は、

市の基本理念である「わ」で輝くこと。人がつながる「輪」、協力しあう「和」、対話の「話」、

そして環境循環型社会の「環」への取組みの場であることの説明を受け理解した。 

委員６ 

 会議室（議会フロアは含まず）を可能な限り市民開放することを条例で定めた上で、行

政の突発的な利用に耐えうるルールを設定されていることなど、持続的な方法として参考

となった。今後本市としてもセキュリティゾーンの設定など入念な検討を行い、できうる

限り対応を検討いただきたい。空調熱源に、電気や都市ガスのほか、ＬＰＧを最大限利用

したベストミックスによる、環境負荷の低減、災害時の信頼性向上の取組も参考になった。 

委員７ 

窓口カウンターの後部にシャッターを設置し、閉庁後も市民が利用できるスペースを作

る考え方は、本市の新庁舎建設でも取り入れている。私自身も市民ワークショップ等で提

案してきたが、コストダウンの検討過程で当初計画よりも該当箇所が減り、庁舎１階部分

のみになってしまったことは遺憾だ。短期的コストにフォーカスし過ぎることなく、長期

的視点で考え、市民利用や運用管理等に今からでも活かせるところを活かしていきたい。 

 



 

 

 

委員８ 

 「市民に開かれ、市民が集える場と楽しいコトがある庁舎」との基本方針のもと、庁舎

の市民利用を図るため、平日１８時～２１時と土日祝９時～２１時に１階多目的ホールと

２階親子ひろばを市民に貸出している（貸出し手続は条例に明定）。これらのスペースと

執務室の間を仕切るため、窓口には昇降可能なシャッターが設置されている。小金井市に

おいても、設計を見直し、庁舎（議会）スペースの市民利用をしやすい工夫をすべきだ。 

委員９ 

 守山市の市役所庁舎は延べ床面積１２，０００㎡。「環境と未来の世代にやさしい庁舎」

について話を伺った。ZEBreadyを目指して環境技術計画を策定し、「室内を快適な環境

にするため、庇や窓を適切な位置に設けて、自然採光や自然通風を活かしてＣＯ２排出量

を抑え、５５％（太陽光発電を含む）までＣＯ２を減らしており、全体の電気代は年間で

４，０００万円であるとのこと。維持費の軽減につながっており参考としたい。 

委員１０ 

 庁舎のコンセプトとして、「つなぐ」をテーマとしており、守山市の都市ブランド化戦

略方針を生かした庁舎となっていると感じた。多目的ホールの設置など、市民が気楽に立

ち寄れる身近な施設になることを目指していることなどに具現化されていると思った。エ

ネルギーマネジメントシステムについては、ライフサイクルコストの節約という点でも重

要だと感じた。 

委員１１ 

 守山市では、庁舎建設の基本計画時から「市民に開かれ集る場を“楽しいこと”がある

庁舎」として計画された。１階の「多目的ホール」、２階の「防災会議室」、「２１、２２

会議室」が市民利用の施設である。市議会施設は市民利用の対象外である。ＡＩで空調制

御をしており、無駄な換気による「熱」損失を防いでいる。また、執務室をフリーアドレ

スとしており、その効果について追跡調査もしてみたい。 

委員１２ 

 新庁舎を視察した。デザイナーの意向が随所に盛り込まれ、壁、机、椅子、カウンター、

目隠し、課の案内表示やピクトグラムまで、徹底して造作し配置されている。また、滋賀

県産のスギ材をふんだんに使い、温かさと優しさの演出は見事である。市長の挨拶で「Ｄ

Ｘやペーパーレス、働き方改革などは、新しい庁舎に移る時がベストタイミング」と発言

されたが、３階フロアでアドレスフリーを採用しているのを拝見し、納得出来た。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

視   察   概   要 

【視察日程】令和６年１月１８日 【視察先】岡山県倉敷市 

【視察項目】 

ファシリティマネジメントの取組（実践から取り組むＦＭ～くらしき流）について 

【視察目的】 

令和４年度の冬から災害級の暑さが続いた令和５年度夏にかけて、本市では公共施設に

おいて空調施設の故障が続いた。修繕対応の遅れが目立ったことで議会が「公民館や集会

所の安定稼働を求める決議」を全会一致で可決したことは記憶に新しい。計画的な保全管

理は当然であるが、本市でも各所管課による施設管理だけでなく行政経営的な視点を持っ

た取組が必要とされてきているため、先進市の事例を学ぶこととする。 

【事業の概要】 

ファシリティマネジメント（ＦＭ）とは、土地・建物・設備といったファシリティ（施

設とその環境）を対象として、経営的な視点から設備投資や管理運営を行うことにより、

施設に係る経費の最小化や施設効用の最大化を図ろうとすることをいう。 

倉敷市では平成２３年４月に公有財産活用課内にＦＭ推進組織として「長期修繕計画

室」を設置。ファシリティマネージャー、建築技師、機械技師、電気技師の４名による職

員自らの建物点検からスタートし、市内７５０棟の建物・設備点検報告書にまとめた。 

これらを基に公有財産活用室は長期修繕計画を作成。「できるところからやる」をモッ

トーに実績を積み重ね、平成２８年度から、道路や上下水道などのインフラを除く公共建

築物の修繕費を、初めて総務費として一括計上した。計上額は３億円。これは、市の中で

ＦＭ業務を担当する企画財政局公有財産活用室が、その配分・執行を一元的にコントロー

ルするということを意味し、公共施設に修繕費を振り向ける優先順位を、リスク優先度、

劣化度、施設重要度など、独自に定めた優先度判定基準を用いて定めている。公共施設の

実情を踏まえ、建築や設備の視点から適切な判断を下す必要があることから、各技術者を

抱える公有財産活用室が予算の配分や執行を担当するようにしている。 

また、ＥＳＣＯ（ＥｎｅｒｇｙＳｅｒｖｉｃｅＣｏｍｐａｎｙ）事業者が、省エネルギ

ーに関する包括的なサービスを提供し、省エネルギー効果（メリット）の一部を報酬とし

て受取る事業である「くらしき流ＥＳＣＯ事業」も積極的に展開し、維持管理費の削減に

つなげている。 

職員、議員、市民の意識改革も同時進行で醸成しつつ、平成２８年６月に公共施設等総

合管理計画、令和４年３月に倉敷市公共施設個

別計画の策定に至っている。 

さらに先進的なのは周辺市町との広域連携

の取り組みである。高梁川流域の６市３町とＦ

Ｍ業務の公共施設の点検、施設白書や総合管理

計画作成支援、合同職員研修、固定資産台帳・

公会計の導入支援などを有償での職員派遣を

実施している。業務を委託する自治体にとって

は、その業務を民間事業者に委託するのに比

べ、費用を抑えることもできるという。 



 

 

【所感、課題等】 

委員１ 

ＦＭにおける統括部署の重要性を再認識。公有財産活用課が長期修繕計画枠での予算を

確保し独自の修繕優先度判定式をもって決定。執行残額も予算年度で振分け可能。特長的

なのは意識改革として市職員や議員研修だけでなく市民に対しても長い期間をかけて市

民出前講座、広報誌、マンガ等でＦＭの必要性を訴えたのが、後の公共施設等総合管理計

画、公共施設個別計画の策定や公共施設等適正管理推進本部会費の設置に役立ったはず。 

委員２ 

 ２０１１年に長期修繕計画室を設置し、公共施設の修繕や改修に取り組んでいる。建物

の法定点検だけではなく職員による劣化度点検を行い、管理が行き届いていないところを

把握していた。また、予算を各課の修繕料として計上するのではなく、公有財産活用課に

一元的に修繕料として計上し、優先度を判断し、執行していく点も特徴的である。職員研

修や、議員研修、市民出前講座などで意識改革を行っている点も重要だ。 

委員３ 

 倉敷市では、維持補修経費の将来費用負担を試算する独自システムを開発し、長期修繕

計画枠の中で、修繕優先度を判定する。権限を持つ課が各課の要望を取りまとめ、優先順

位を決定、予算は総務費へ一元化し、執行残があれば次の修繕を前倒しする点が先進的で

ある。本市では、各課所管施設の修繕費の予算要望に対する優先度判定基準が不透明で、

壊れたら予算をつけ対応する現状であり、組織改正と権限の明確化がまず必要である。 

委員４ 

 倉敷市のＦＭ導入前の課題は、今、小金井市が抱えている課題とほぼ同じなのではない

かと思う。その課題を解決するために、組織を変え、タブレットやドローンを取り入れ、

将来の費用負担の試算をするためのソフトを開発し、発注にも工夫をするなど積極的にで

きることを実現させていく姿勢は学ぶべき点であると思った。問題を解決するための努力

を継続し、結果を出していく姿勢こそ、小金井市が学ぶべき点であると思う。 

委員５ 

倉敷市のＦＭの特色は、全体の公共施設管理やコスト削減をそれぞれ所管課が縦割りに

行ってきた方法から、各技術職を擁する上位組織の企画財政部が、現場確認から予算配分、

執行までの一元的な管理を、技術者の視点から施設の実情を踏まえ行っていることであ

る。また、市内を流れる高梁川流域の自治体の職員を対象としたＦＭ研修を行い、流域に

暮らす人々との文化向上を目指す取組みと連動していることも大きな特色である。 

委員６ 

 財産活用課内にＦＭ推進室としてファシリティーマネージャ１名と技師３名の４名で、

技術屋視点で建物の現状を完璧に把握することからスタートしている。修繕に関する予算

は公有財産活用課で審査して、総務課で一括することにより無駄をなくし機動的に対応を

している点も特徴的であると感じた。マニュアル化や他市との広域公共ＦＭを行うことで

ノウハウを蓄積・醸成されていることも参考となった。本市も庁内横断取組が求められる。 

 



 

 

 

委員７ 

 「現有公共施設の４割は維持していけない」とのご説明だったが、人口動態のグラフ、

コストを計算した根拠等を示しながらだったのでわかりやすかった。本市において、市民

に理解を得ていく際にも必要であろう。管理計画について市民説明会を行い、背景を知っ

たうえで市民ワークショップを行ったとのことだった。自分が市の職員だったらどう判断

するか、との視点で自分ゴト化していくためには、本市でも有効な方法ではないか。 

委員８ 

 ７５０棟の公共施設を職員自ら総点検し、詳細に課題を抽出している。その上で、「補

修」「修繕」「改修」の概念を明確に区分けして長期修繕計画枠を設定し、財政課の査定な

く、総務費に一元化して予算化している。このため執行残が生じた場合、他の施設の修繕

等への財源振り替えが機動的にできる。今後、小金井市のプロセスとの違いなどを検証し、

取り入れられる事項は取り入れていきたい。 

委員９ 

 倉敷市の公共施設ファシリティマネジメントは、総合的な公共施設の維持管理が行われ

ている。これまでは各課が修繕や更新の計画を立てていたが、それを公共施設再編整備支

援室に一元化し建築技師、電気設備技師など専門職を含め４名ですべての建物点検を実施

し、現状を把握し、担当課と相談しながら優先順位を数値化するなど可視化し、修繕計画

を立てている。小金井市でも学ぶべきである。 

委員１０ 

 公共施設の維持管理について、「長期修繕計画室」を設置。現在は、公共財産活用課、

公共施設再編整備支援室として施設全体の修繕などの計画を一体的に推進し、予算も総務

費に一元化していることは参考になった。担当課だけでなく全体の緊急度・優先順位を判

断し、縦割りを超えた対応ができるようにすることが必要だと改めて感じた。職員自らが

点検を行うなど、職員自身が知恵と工夫で努力していることは学ぶ点があると思う。 

委員１１ 

 既存施設（建築物）のファシリティマネジメントの第一歩は長期修繕計画を作成するこ

とである。また、複雑な計算式でハードルの高い資金計画でなく、大枠を明確に算出する

ことで把握することが重要である。倉敷市では独自で開発した表計算システムで行なって

いる。これは小金井市でも導入すべきである。また、施設調査のためのドローンを活用し

ている。施設管理している担当課職員にＦＭの考え方を浸透させることが必要である。 

委員１２ 

 ファシリティマネジメントへの取り組みを視察したが、言葉だけでなく実践に辺り、準

備、計画、実行が見事と感想をもった。しかも職員だけでなく議員への研修や、市民にも

出前講座や広報活動を行なって全市で理解した上での執行を目指した点も着目すべきで

ある。更に現状の把握に力を入れて取り組む点は、大いに参考になった。視察受入れ数が

議会と自治体合わせて１５０を超える事も、取組みが高く評価されていると判断する。 

 



 

 

（別紙２） 

収  支  報  告 

 

１ 予 算  ７１２，２３０円 

 

 〈内  訳〉委員旅費  ＠５５，６３０円 ×１１人＝ ６１１，９３０円 

             ＠４６，６７０円 × １人＝  ４６，６７０円 

 

１人当たり旅費  交通費（１１人）３５，０８０円 

     （ １人）２６，１２０円 

宿泊料     １４，９５０円 

日 当      ５，６００円 

 

    

職員旅費  ＠５３，６３０円 × １人＝  ５３，６３０円 

 

１人当たり旅費  交通費     ３５，０８０円 

宿泊費     １４，９５０円 

日 当      ３，６００円 

 

２ 執 行 額  ７１０，１００円 

 

 〈内  訳〉              交通費    ４４４，９５０円 

                     宿泊費    １９４，３５０円 

                     日 当     ７０，８００円 

 

３ 差 引 残    ２，１３０円 

 

※ バス利用を予定していた区間を徒歩での移動に変更したため。 


